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119. ベルギー

フランスとは対照的に、ベルギー不当利得法では、非債弁済という法的概念が、第三

者の負う責任の免責事例の解決においてきわめて重要である。これは、弁済者が証明し

なければならないのが受領者に対して負っていない債務を弁済したという事実だけであ

り
481

、弁済が錯誤によってなされたことは証明しなくて良い
482

という事実の必然的な結果で

ある。例外的に錯誤が必要とされるのは、たとえば、弁済の「非債性 undueness」に争い

があるなど、弁済の根拠となる理由に疑いがある場合である
483

。他方、非債弁済が行われ

たことが立証されれば、錯誤は証明する必要がない。受領者に対する弁済者の非債弁済

の返還請求権は、錯誤に過失がある fautif すなわち錯誤が宥恕されえないものであるとい

う理由では否定されない
484

。錯誤の問題は手続問題だとされている。すなわち、錯誤は非

164 債弁済に基づく返還請求権のための独立した実体的な法律要件ではないのである。弁済

者に過失があり、受領者が善意であったときですら、受領者は法律上の原因なく取得し

た給付をやはり返還しなければならない
485

。弁済者が［自らの］債務がないのに第三者の債

務を弁済した場合も同様である。この場合において、受領者に対する弁済者の原状回復

請求権が否定されるのは、民法1236条によるときのみである。すなわち、弁済者が意図
的かつ任意に、債務者に対して負う［自己の］債務を弁済するために［債務者の債務を］弁

済ないし給付したときは、その弁済は「非債弁済」ではない
486

。請求権は、「実質的な」

受領者、すなわち、自分の名前で金銭を受領した者に向けられる
487

。さらに、ベルギーで

は、非債弁済に基づく返還請求権は、弁済の受領者が債務に関係する権原証書を破棄し

ていないという条項（民法1377条2項）に服する。通説によれば、1377条2項の意味での「権
原」とは、債権者の債権の存在を証明する証明書や文書のことである

488

。1377条2項の要件
が充たされれば、弁済者は債務者に対する求償権を取得する。ベルギーでは、この法的

仕組みは、転用物訴権法の構成要素とみられている
489

。どういう特定の一連の事実が債務

者に対する弁済者の転用物訴権を生じるのかについては、比較的不明確である。そのよ

うな請求権は、弁済者が受領者に対して非債弁済の返還請求権を有効に行使できたはず

であるというだけの理由では否定されないだろう
490

。注意すべきは、利得のみでなく損失

も原因なく sans cause 生じなければならず
491

、経済上もしくは道徳上の根拠がそれだけで損
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失の十分な法律上の原因となるということである
492

。最後に、他人の債務の弁済による消

滅も、真正な事務管理となりうる。しかしながら、この説を裏付ける判例法は欠如して

いる。

120. スペイン

スペイン民法において、1158条は「他人の債務を弁済した者は弁済したものを債務者
から償還請求できる。ただし、債務者の明確な意思に反して行動した場合はこの限りで

ない。この場合、弁済者は弁済が債務者に利益となった限度でのみ償還を請求できる。」

と規定する。債務を弁済により消滅させた第三者は、債務者の代理人や代表者である必

要はない。何人も弁済の意思で履行をすることができる
493

。1159条は、前条を補う形で、「債
務者の名で弁済をする者は、債務者がその事実を知らないときは、債権者の権利を代位

させるよう債権者に強いることができない。」と定める。結果的に、他人の債務の弁済

を理由とする償還請求権は、債務者の認識と同意次第である。いずれにせよ、債務者は

165 債権者に対する債務を免れる。しかしながら、弁済者が意図的かつ任意に債務を弁済に

より消滅させれば、債権者の地位に取って代わるだけであり、そうでない場合について、

要するに1158条3項は、債務者の利得となった給付を理由とする［利得の］返還を許容す
るにすぎない

494

。学説は、1158条の償還請求権が不当利得返還請求権を具体化するものと
みる

495

。第三者が弁済をしたが債務者が知らず積極的な異議を述べなかった場合において、

特段の事情があるときは、事務管理の費用費償還請求権が、1158条の償還請求訴権 acción

de reembolso に代わって生じうる
496

。解除条件付の主たる債務を弁済により消滅させた第三

者は、条件が成就し、債務者自らが債権者に対して1123条1項による請求権を主張できる
ときには、債務者に対する請求権を取得する

497

。これとは対照的に、自らを債務者だと誤

信して弁済した場合に、第三者が債務者に対して請求権を取得するか否かの問題には争

いがある。判例・通説は、この問題に対して否定的に答えている
498

。1158条の不可欠の要
件は、他人の債務の弁済が［他人の債務の弁済として］意図的になされたことだからである。

支持を集める反対説は、第三者は債務者に対してでなく債権者に対する訴訟を起こすよ
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う法により強要されるべきでないという
499

。債務者に対する請求権については、この種の

事例では非債弁済の規律を適用する方が良いという学者もおり、この問題解決方法によ

れば、問題となっている点の解決は1158条にはよらない
500

［訳注：日本民法707条に相当する1899

条によることになろう］。


